
１．件名：関西電力株式会社 高浜発電所３号機の追加検査の実施に係る改善措置活動

についての報告書の概要 

２．日時：令和５年１２月１日 １４：００～１５：３０ 

３．場所：原子力規制庁 ２階大会議室（オンライン参加者含む） 

４．出席者： 

原子力規制庁 

原子力規制部 検査グループ 実用炉監視部門 

杉本安全規制管理官、村田統括監視指導官、菊川総括補佐、小野上級原子炉解

析専門官、小林主任監視指導官、宮坂原子力運転検査官、井上総括係長、藤岡

総括係員、高木原子力規制専門員 

関西電力株式会社（以下「関西電力」という。） 

高浜発電所 原子力安全統括 他４名 

 

５．要旨 

（１）関西電力から、資料３に基づき、令和５年１１月３０日付けで報告のあった「高

浜発電所３号機 運転上の制限からの逸脱に係る改善措置活動の報告につい

て」の概要説明があった。 

 

（２）原子力規制庁から、今回の安全実績指標の白判定に対する根本原因の特定のた

めの分析の手法やその結果なども含め、今後の追加検査の中で確認する旨伝達

した。 

 

（３）関西電力から、今後の検査の進め方について質問があり、原子力規制庁からは、

原子力規制検査等実施要領に基づき、関西電力に対して検査計画を通知した後

に追加検査を実施することとなるが、報告書の内容を確認し、今後具体的な日

程を当該通知をもって示す旨回答した。 

 

６．面談資料 

・資料１ 高浜発電所３号機 運転上の制限からの逸脱に係る改善措置活動につ

いて 

・資料２ 高浜発電所３号機の運転上の制限からの逸脱に係る改善措置活動に関

する報告 

・資料３ 高浜発電所３号機 運転上の制限からの逸脱に係る改善措置活動報告

書概要 

 

参考 

・関西電力株式会社 高浜発電所 規制法令及び通達に係る文書（令和５年 11月 30日） 

「関西電力(株)から高浜発電所 3 号機の追加検査の実施に係る改善措置活動について

の報告書を受理」 

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/PLK/310000606.html 

https://www.nra.go.jp/disclosure/law_new/PLK/310000606.html

